
令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、運輸部門の温室効果ガス排出量を削減し、ＣＯ₂ネットゼロ社会づくりを

推進する観点から、県民の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車または燃料電池自動

車（以下「次世代自動車」という。）の導入を支援するため、令和５年度滋賀県次世代自動車

普及促進事業補助金（以下「県補助金」という。）の交付を受けて、公益財団法人淡海環境保

全財団（以下「財団」という。）が実施する令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促

進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付の手続き等を定めるものである。 

２ 補助金の交付については、令和５年度滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱（以

下「滋賀県要綱」という。）に定めるもののほか、この要綱によるものとする。 

 

（財団補助対象経費等） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）および補助金の額は、

別表１に定めるとおりとする。 

２ 財団補助金は、その額に千円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。 

３ 財団補助金は、１件の財団補助対象事業に対し１回限り交付するものとする。 

 

（財団補助対象事業者） 

第３条 「財団補助対象事業者」(以下、申請者という)とは、財団補助対象事業を実施する者

のうち、県内に住所を有する個人(個人事業主を除く)であって、次のいずれにも該当する者

とする。 

ア 滋賀県の県税に未納がない者 

 イ 過去に淡海環境保全財団次世代自動車導入促進事業補助金または淡海環境保全財団次世

代自動車普及促進事業補助金において今年度申請する車両と同種の補助を受けていない、

また県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていない者 

 ウ 本人または本人の同居者等が、次のいずれにも該当しない者 

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下

この号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(ｲ) 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(ｳ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ

て、暴力団または暴力団員を利用している者 

(ｴ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的

もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

(ｵ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(ｶ) (ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用

するなどしている者 

 

（交付の条件） 

第４条 補助金の交付は、補助金により取得し、または効用の増加した財産（以下、「取得財産



等」という。）を、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、そ

の効率的な運用を図ることを条件とする。 

 

（補助金の交付申請等） 

第５条 補助金の交付を希望する者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類お

よび提出書類チェックシートを添えて、令和６年２月１６日までに財団に提出しなければな

らない。（令和６年２月１６日１７時１５分（財団終業時間）までに財団に到着したものに限

り受け付ける。） 

 (1) 支出証拠書類（請求書および領収書等）の写し 

(2) 自動車検査証の写し 

 (3) 住民票の写しまたはそれらに相当するもの 

(4) 県税事務所で取得できる納税証明書（未納がないことの証明） 

(5) 太陽光発電システムの電力が住宅で使用されていることがわかる書類（電気自動車（Ｅ

Ｖ）またはプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）を導入する場合） 

(6) Ｖ２Ｈが居住する住宅で使用されていることがわかる書類 

(7) その他財団が必要と認める書類 

 ２ 補助金交付申請書の受付は、県補助金の範囲内において先着順に行うが、県補助金の範

囲を超えた受付日をもって申請の受付を終了（財団の営業時間内に受付したものに限る。）

し、翌日以降の補助金交付申請書は返却する。 

  また、県補助金の範囲を超えた受付日に提出のあった補助金交付申請書は抽選を行い、最

終的な申請者を決定する。抽選にもれた場合は財団補助金交付申請書を返却する。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 財団は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査

のうえ、適正と認めるものについて、申請書の提出があった日から３０日以内に補助金交付

決定通知書（様式第２－１号）により、交付申請者に対して交付決定の通知を行うものとす

る。 

２ 財団は、前項の交付の決定に際して、別記のとおり条件を付すものとするほか、補助金の

交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。 

３ 財団は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して、補助金不交付

決定通知書（様式第２－２号）により、交付申請者に通知するものとする。 

 

(事業の開始時期および完了日) 

第７条 申請者は令和５年４月１日以降に事業を開始し、令和６年１月３１日以前に事業を完

了しなければならない。 

２ 前項の場合において、事業の開始時期は車両の初度登録日とし、事業の完了は購入代金の

精算完了日とする。 

 

（補助金の交付） 

第８条 補助金は精算払いとする。 



 

（申請の取下げ） 

第９条 交付申請の取下げ期日は、交付決定を受けた日から起算して 15 日以内とし、その旨を

記載した書面（様式第３号）を財団に提出しなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第１０条 財団は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、第６条の規定による交付

の決定の全部または一部を取り消すものとする。 

(1) この要綱および規則に違反したことにより財団の指示を受け、この指示に従わないとき 

(2) 補助事業の内容がこの要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき 

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為があったとき 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部ま

たは一部を継続する必要がなくなったとき 

 

（補助金の返還） 

第１１条 財団は、前条の規定により財団補助金の交付決定を取り消した場合において、既に

財団補助金が交付されているときは、申請者に対し、財団補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（検査等） 

第１２条 財団は、申請者に対し、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、または検査

することができる。 

 

（手続代行者） 

第１３条 申請者は、第５条第１項の補助金交付申請書の提出について、補助対象事業に係る

販売を行う者に対し、その手続を委任することができる。ただし、無償で手続を代行する場

合に限る。 

２ 申請者は、前項の委任を行う場合は、様式第１号において代行者に係る情報を記載しなけ

ればならない。 

３ 手続代行者は、この手続の代行を通じ申請者に関して得た情報を、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57 号）に従って適切に取り扱うものとする。 

４ 財団は、手続代行者がこの要綱に定める手続を偽り、その他不正の手段により行った疑い

がある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者

の名称および不正行為の内容を公表し、当分の間、手続の代行を認めないことができるもの

とする。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１４条 申請者は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）

に定められている耐用年数に相当する期間において、補助事業に係る取得財産等を財団補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならな

い。ただし、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第４号）を財団に提出し、その承認を受



けた場合は、この限りでない。また別表３に掲げる処分制限期間を経過した場合は、この限

りでない。 

２ 財団は、前項ただし書の規定による承認をする場合は、滋賀県要綱第１９条第２項に基づ

き、知事の承認を受けるものとする。 

３ 財団は、前項の承認申請について、知事から適正とする通知を受けた場合、申請者から財

産処分承認申請書を受けた日から６０日以内に、申請者に対して、通知するものとする。 

４ 財団は、前項の規定により承認を受けた申請者に対し、当該承認に係る取得財産等の処分

により収入があったときは、その収入の全部もしくは一部を財団に納付させることができる。 

５ 財団は、前項の規定により申請者から納付を受けた時には、知事からの納付通知に基づき、

知事に納付するものとする。 

 

（データ等の提供） 

第１５条 財団は、第１条第１項の規定による目的に必要な範囲において、申請者に対し、次

世代自動車の普及に資するデータ等の提供または現地調査の実施を求めることができる。 

２ 申請者は、財団が前項の規定によるデータ等の提供または現地調査の実施を申し出た場合

は、これに協力するよう努めなければならない。 

 

（補助事業の公表） 

第１６条 財団は、補助事業内容や効果等を公表することができる。 

 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は財団が別に定めるものとする。 

 

付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度分の事業から適用する。 

 

  



別表１ 補助対象経費および補助金の額（第２条関係） 

補助対象経費 別表２に定める次世代自動車の購入に要した経費のうち、車両本体価格（メ

ーカーオプション、ディーラーオプション、消費税等は除く）。 

補助金額 

 

次世代自動車の種類によって、補助金額を下表のとおりとする。 

 

次世代自動車の種類 補助金額 

電気自動車（EV）  １０万円 

プラグインハイブリッド自動車(PHV) １０万円 

燃料電池自動車(FCV)   ２０万円 
 

 

別表２ 次世代自動車の条件（別表１関係） 

製品名 要件 補助要件 

電
気
自
動
車
（E

V

） 

１、別に定める期間内に初度登録された新車であること。 

２、初度登録された日に、経済産業大臣が定めるクリーン

エネルギー自動車導入促進補助金の交付規定に基づき

一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補

助金交付事業の補助対象車両※1であること。 

３、県内の販売店で購入されていること。 

４、県内に使用の本拠の位置を置くものであること。 

５、次世代自動車からの買い替えでないこと。 

６、申請者が自動車検査証に所有者および使用者であるこ

とが記載されること。ただし、所有権留保付ローン購入

の場合は、申請者は当該自動車に係る自動車検査証上

の使用者であり、当該年度内に申請者が補助金の額以

上に車両代金を負担していること。 

 

使用する本拠にある住

宅に太陽光発電システ

ムおよびV2H※2を次世

代自動車と併せて導入

し、または既に導入して

いること。 

プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

（P
HV

） 
使用する本拠にある住

宅に太陽光発電システ

ムおよびV2H※2を次世

代自動車と併せて導入

し、または既に導入して

いること。 



※１ 対象車両に、超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車は含み

ません。 

※２ 次世代自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流／交流交換回路をもつ充

電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの。 

 

別表３（第１４条関係） 

下表に該当しない車両の場合は個別に判断する。 

区分・種類 処分制限期間  

自
家
用
車
両
（
※
） 

乗用車 
道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は

小型自動車のもの。 
４年 

貨物車 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は

小型自動車で、積載量２トン超のもの。 
４年 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は

小型自動車で、積載量２トン以下のもの。 
４年 

軽自動車 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車のもの。 ４年 

※  自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃
料
電
池
自
動
車
（F

C
V

） 

使用する本拠にある住

宅にV2H※2を次世代自

動車と併せて導入し、ま

たは既に導入している

こと。 



 

 

様式第１号（第５条第１項関係） その１ 

 

                                                                年  月  日 

 

（宛先） 

 公益財団法人淡海環境保全財団理事長 様       

絡先電話番号 

 

令和５年度 次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書 

 

 次のとおり標記補助金の交付を受けたいので、令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普

及促進事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 なお、この申請にあたり同要綱第３条各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、同

要綱第１０条の規定に基づき補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消されても、何ら

異議の申立てを行いません。 

 

                                        記 

１ 申請者情報 

郵便番号   -   
住

所 
 

フリガナ   

氏名   

電話番号   -   -   
                       

                        

 

２ 自動車販売店担当者（代理申請の場合） 

郵便番号   -   住所   

会社名   
店舗名 

・部署 
  

フリガナ                                     

氏名   電話番号   -   -   

販売店担当者が、申請者に替わり、申請に関する一切の連絡先となることを希望する場合は、以下をチェックしてください。 

 ☐ 自動車販売店担当者が、手続代行者として、助成金申請に関する一切の窓口となることを希望します。 

   



様式第１号（第５条第１項関係） その２ 

  

３ 申請車両・申請金額 

  メーカー名 車名・グレード 型式 車台番号 
ＥＶ／ 

ＰＨＶ／ 

ＦＣＶ 

助成金額 

1             円 

2             円 

車名・グレードは、国補助の補助対象車両一覧の記
載と完全に一致させてください。 

申請車両数     台 交付申請額合計   円 

 

※補助金額は、１台あたり以下の表のとおり 

ＥＶ／ 

ＰＨＶ 
100,000 円 ＦＣＶ 200,000 円 

 

４ 補助金振込先（※口座名義人は、必ず申請者と同一としてください。（ご家族の口座や定期預金口座は不可とします。） 

金融機関コード 

(数字４ケタ) 

金融機関名 支店コード 

(数字３ケタ) 

支店名 
預金種別（該当に☑） 

    
              ☐ 普通 ☐ 当座 ☐ 

口座番号 口座名義人（カタカナ） 

                                                            

 

  



様式第１号（第５条第１項関係） その３ 

 

５ 太陽光発電システムに関する情報（ＦＣＶの場合は不要） 

モジュールのメーカー   

モジュールの型式   

設置年月日   

 

６ 助成対象機器（Ｖ２Ｈ）に関する情報 

メーカー名   

型式   

製造番号   

購入年月日   

 

７ 申請要件等の確認 

☐ 私は、以下の申請要件等の内容を確認し、了承しました。 

・令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱の内容を了解し、
当補助金交付申請書等の提出書類一式について責任を持ち、虚偽・不正の記入が一切ないこ
と。 

 

８ 太陽光発電システム・V2H 申請予定の有無 

□ 次世代自動車を導入された方で太陽光発電システム・V2H の補助金を申請される方は、チ

ェックしてください。(太陽光発電システム・V2H は別途申請手続きが必要です。) 

 

  



様式第２－１号（第６条関係） 

                                    第  号 

                                                                年  月  日 

 

（宛先） 

               様 

絡先電話番号 

公益財団法人淡海環境保全財団 

理事長 

 

令和５年度 次世代自動車普及促進事業補助金の交付決定について 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請のありました令和５年度次世代自動車普及促進事業

補助金については、令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱第

６条第１項の規定により、下記のとおり補助金を交付することに決定したので、通知します。 

 

                                        記 

 

１ 交付決定額   金              円 

 

２ 交付の条件   交付要綱第６条第２項に規定する「別記」の条件 

  



別記（第６条関係） 

 

補助金の交付条件 

 

（全般的遵守事項） 

１ 申請者は、令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）そのほか関係法令等に従わなければならない。 

２ 申請者は、補助事業により取得し、または効用が増加した財産（以下「取得財産等」

という。）について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。 

３ 申請者は、取得財産等のうち、その取得価格または増加価格が 50 万円以上のもの（以

下「処分制限財産」という。）について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただ

し、あらかじめ財団の承認を受けた場合は、この限りでない。なお、財団の承認を受けて

処分制限財産の処分を行ったことにより収入があったときは、その収入の全部または一部

を財団に納付させることができる。 

（交付決定の取り消し） 

４ 申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、財団は交付の決定の全部または一部

を取り消すものとする。なお、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されてい

るときは、当該補助金等の返還を命じるものとする。 

（１）この要綱に違反したことにより財団理事長の指示を受け、この指示に従わないとき 

（２）補助事業の内容がこの要綱の規定を満たさない事実が明らかになったとき 

（３）補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為があったとき 

（４）前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全

部または一部を継続する必要がなくなったとき 

  



様式第２－２号（第６条関係） 

                                    第  号 

                                                                年  月  日 

 

（宛先） 

               様 

絡先電話番号 

公益財団法人淡海環境保全財団 

理事長  

 

令和５年度 次世代自動車普及促進事業補助金の不交付決定について 

 

  令和  年  月  日付けで交付申請のありました令和５年度次世代自動車普及促進事

業補助金については、令和５年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱

第６条第３項の規定により、下記のとおり交付しないことに決定したので、通知します。 

 

                                        記 

 

不交付とした理由 

 

  



様式第３号（第９条関係） 

  年  月  日 

 

 

 公益財団法人 淡海環境保全財団 

理事長  

住  所 

                                                             

(フリガナ) 

申請者 氏  名               印 

 

 

 

令和５年度 次世代自動車普及促進事業補助金における交付申請の取下げに

ついて 

 

  

  

令和 年 月 日付け第 号で交付決定を受けた標記補助金について、令和５年度淡海環境

保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記の理由をもって

交付申請の取下げを申請します。 

 

 

記 

 

 

１．取下げの理由 

  



様式第４号（第１４条関係） 

 

                                                                年  月  日 

 

（宛先） 

 公益財団法人淡海環境保全財団理事長 様       

絡先電話番号 

                         〒 

                     申請者住所 

                        氏名 

                      電話番号 

 

令和５年度 次世代自動車普及促進事業補助金財産処分承認申請書 

 

 令和 年度次世代自動車普及促進事業補助金により取得した（効用の増加した）財産を処分

したいので、令和 年度淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金交付要綱第１４条

第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

                                        記 

 

１ 処分の内容 

(1) 処分する財産名および車体番号 

   

 

 (2) 処分方法  ※該当する項目にチェックしてください。 

☐目的外使用（転用） ☐譲渡 ☐交換 ☐貸付 ☐担保 ☐廃棄 

 

(3) 処分予定日 

   

 

２ 処分の理由 

   

 

３ 添付書類 

  



令和５年度次世代自動車普及促進事業補助金交付申請書 

提出書類チェックシート 

 申請者名                   

  項目 備考 

本チェックシート    

交付申請書 ☐ ・様式第１号その１からその３まで漏れなく記入できていること。 

請求書等のコピー ☐ 

・請求書、注文書、売買契約書等の書類で、申請者名と販売会社名の記載がある

こと。 

・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金の対象車種一覧に

記載されている車名・グレードが確認できること。 

・車両本体価格および支払金額全額が確認できること。支払金額は、最終的に確

定し、実際に支払った額であること。 

・下取金額・下取車のリサイクル預託金返金額を新車購入に充当する分は、現金

支払分とは別に明記されていること。（リサイクル預託金相当額通知書等でも可） 

領収書のコピー ☐ 

・領収書の宛名が申請者と同一名義であること。 

・振込み等で領収書がない場合は、金融機関発行の振込証明書（振込金受取書

等）でも可とする。（入金証明書の類は領収書として扱えません。） 

・金額が車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、車両本体

の支払額がわかる内訳明細表を添付すること。 

・車両代金の全額分に相当する領収書が複数枚に分かれる場合は、複数枚の領

収書を添付すること。 

・所有権留保付ローンで購入した分は、販売会社からローン会社等宛ての領収書

でカッコ書きの併記で申請者の氏名が記載されていること。申請時に全ての代金

の支払いが完了していない場合は領収書に代えて、販売業者と申請者で締結さ

れた今後全額支払うことが明記された契約書の写し及び約款の写しを提出する

こと。 

・クレジットカード払いで領収書がない場合は、当補助金申請用に作成すること。 

自動車検査証のコピ

ー ☐ 
・初度登録（新規登録） 時のものを提出すること。 

・申請までの間に登録番号変更を行った場合は、変更後のもののみで可。 

住民票の写し ☐ 
・直近３か月以内に取得されたもの。 

・本籍およびマイナンバーが記載されていないこと。 

納税証明書 ☐ 
・県税事務所で取得できる納税証明書（県税に未納がないことの証明） 

※下記の各県税事務所で交付を受けてください。 

振込口座が確認でき

る書類 ☐ 
・振込先口座の通帳のコピー、または振込先口座のキャッシュカードのコピー（金

融機関名、口座番号・名義がわかるもの） 

太陽光発電システムを自宅に

既に導入している、または次

世代自動車とあわせて導入す

ることがわかる書類（FCV 購

入の場合は不要） 

☐ 

・設備工事の着工日もしくは完了日がわかる書類 

・電力供給会社と電力需給契約を締結した書面のコピー 

・電力供給会社発行の購入電力の領収書等のコピー 

・購入実績お知らせサービスの画面  

                          等のいずれか 

V2H を自宅に既に導入して

いる、または次世代自動車

とあわせて導入することが

わかる書類 

☐ ・保証書のコピー 等 

 



 

※納税証明書は各県税事務所で交付を受けてください。  

事務所名 住所 電話番号 

西部県税事務所 〒520-0807 大津市松本一丁目 2-1 077-522-9805 

西部県税事務所 高島納税課 〒520-1592 高島市新旭町北畑 565 0740-25-8012 

南部県税事務所 〒525-8525 草津市草津三丁目 14-75 077-567-5406 

中部県税事務所 〒527-8511 東近江市八日市緑町 7-23 0748-22-7707 

中部県税事務所 甲賀納税課 〒528-8511 甲賀市水口町水口 6200 0748-63-6106 

東北部県税事務所 〒526-0033 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6606 

東北部県税事務所 湖東納税課 〒522-0071 彦根市元町 4-1 0749-27-2206 

 

 


